
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

入札資料受領者が少ない場合には，
他省庁の類似入札における入札者等
を調査し，積極的に事業者へ入札に
ついて案内する。

H28 - H28

入札資料受領者が少ない場合に
は，他省庁の類似入札における
入札者等を調査し，積極的に事
業者へ入札について案内する。

毎年度実施している調達案件
のうち，前年度１者応札であっ
た案件について７件が複数者
応札に改善した。

入札案内を行うことにより，宮
内庁が発注する調達について
事業者の関心を誘引した。

－
一般競争として公告しても，入札案内
しなければ複数者による応札が実現し
ない場合があった。

引続き入札資料受領者が少
ない場合には，積極的に入札
案内を行う。

公告日から入札参加書類の提出日ま
での期間を開庁日１２日間以上とす
る。

H25 - H25
公告日から入札参加書類の提出
日までの期間を開庁日１２日間以
上とする。

－ － －

旧来機械設備の保守業務について
は，参加資格確認書類提出期限まで
の開庁日12日でも，書類準備のため
の日数に不足があるとの意見があっ
た。

個別の事案に応じて見積作成
に必要な時間の確保及び情
報提供を検討

宮内庁の発注予定情報をホームペー
ジに掲載し，四半期毎に掲載内容の
更新を行う。

-
宮内庁の発注予定情報をホーム
ページに掲載し，四半期毎に掲載
内容の更新を行う。

－ － －
発注予定情報のサイトアクセス数が入
札公告を掲載するページと比較して少
ない（1/50程度）ことが分かった。

積極的な情報発信

前年度一者応札であった案件につい
ては，その要因分析及び改善策を事
前審査時の決裁書類に添付する。
（京都事務所においても本庁と併せて
取組を実施）

A H29
前年度一者応札であった案件
について，可能な限り複数者
による応札となるよう努める。

－ A H29

契約履行に必要と考える品質確
保のための実績条件について，
条件の見直しを行った。
（庭園工事関係２件）

A
複数者（２者）による応札を実
現した。

－
29年
５月

実績を有する事業者の応札金額と新
規事業者の応札金額が競り合う状況
になかった。このことから実績を有す
る事業者の実績に基づく効率化された
応札金額の優位性が明らかになった。

潜在的な競争者の存在は，実
績を有する事業者の入札価
額を抑制する効果を有すると
考えられることから，引続き実
績条件等の見直しを行う。

一者応札及び入札不調となった案件
について，入札資料を受領したもの
の応札しなかった業者へのアンケート
を実施し，そこで得られた意見を仕様
書等の見直しに活用する。さらに，庁
内の担当者へ情報を提供し，組織的
に情報の共有を図る。
（京都事務所においても本庁と併せて
取組を実施）

A H24
アンケートで得られた意見に
ついて，仕様書等の見直しに
つなげるための検討を行う。

－ A H24

機械設備保守に関する調達につ
いて，仕様書に見積作成に必要
な機器製造メーカー及び機器に
関する情報を明記した。

A －
仕様書の内容を見直したが，
一者応札の改善に至らなかっ
た。

29年
４月

旧来機械設備の保守業務について
は，参加資格確認書類提出期限まで
の開庁日12日でも，書類準備のため
の日数に不足があるとの意見があっ
た。

個別の事案に応じて見積作成
に必要な時間の確保及び情
報提供を検討

○ 地方支分部局等における取組の推進
関西地区に所在する宮内庁関係の
事務所間において，価格低減の観点
から，一括調達をより推進する。

Ｂ

前年度調達していない消耗品
等のうち新たに調達するもの
については，価格低減の観点
から，一括調達品目に加える
ことを検討する。

B H29

新たな調達品目を拡充するため
の方策として，他省庁が実施する
共同調達について情報収集を
行った。

B －
共同調達に関する情報を収
集することで，導入効果を試
算することができた。

29年
９月

共同調達によるPPC用紙の調達単価
が京都事務所の調達単価より割高な
内容であった。
燃料については，共同調達に参加す
るために，現行の調達方式の見直し
が必要

引続き価格低減の効果を見
極めながら共同調達，一括調
達による調達品目の拡充に努
める。

○ 電力調達、ガス調達の改善

【電力調達】
少額随意契約を除き，一般競争によ
り調達を行っていることから，該当が
ない。
【ガス調達】
一般競争により調達を行っているもの
及び少額随意契約を除き，平成２９年
４月からのガス小売り全面自由化を
踏まえ，引き続き安定したガス供給を
受けることができることを前提に，競
争性が高まる調達を検討する。
（京都事務所においても本庁と併せて
取組を実施）

Ｂ Ｈ29

安定したガス供給を受けるこ
とを考慮した上で，ガス小売り
全面自由化を踏まえた検討を
行う。

３０年１月ま
で

B H29

（前年度まで随意契約としていた
赤坂御用地内で使用するガスを
下半期に一般競争による調達を
予定，その他見積合わせによる
調達を予定，京都事務所も見積
合わせによる調達を予定）

B － －
29年
11月
（予定）

－ －

平成２９年度調達改善計画 平成２９年度上半期自己評価結果（対象期間：平成29年4月1日～平成29年9月30日）

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の
開始年度

実施において
明らかとなった
課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容
取組の
開始年度

重点的な取組の
選定理由

取組の項目

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

前年度の取組状況を分析した結
果，業者に入札参加を促す働き
かけが重要と考えられたため。

A

入札参加者を増やすために，
適切な情報発信・充分な見積
期間の確保・積極的な事業者
への案内を行う。

A A○

○

一者応札の改善

一者応札の事前審査・事後審査の実施・強化

様式１



定量的 定性的

継続 ○

コピー用紙調達について，利用頻
度の多いA４判で平成28年度と比
較して５％安価な単価で契約する
ことができた。

－

継続 － － －

継続 － － －

継続 － － －

継続 － － －

継続 ○

外国御訪問等に係る経費の精算
をクレジットカードを利用すること
により，外国貨幣換算率が支出
官レートより４％～17％程度安価
になった。

ETCカードでの高速料金の支払
いにより，自動車運転業務の効
率化が図られた。

随意契約に係る情報を引き続き公表する。

価格低減の観点から共同調達を行う。

クレジットカード決済
・外国御訪問等に係る経費の精算
・ＥＴＣカードでの高速料金の支払い

競争性のない随意契約によらざるを得ないと整理
している案件について，より競争性の高い契約方
式に移行できた事例があった場合は，庁内の担当
者へ情報を提供し，組織的に情報の共有を図る。

競争性のない随意契約によらざるを得ないと整理
しているものについても，更に改善できる案件が残
されていないか十分に精査する。

新たに随意契約によろうとする場合は，宮内庁随
意契約審査委員会において，随意契約によらざる
を得ない合理的な理由等を審査し，公正な随意契
約を締結する。

その他の取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

平成２９年度調達改善計画 平成２９年度上半期自己評価結果（対象期間：平成29年4月1日～平成29年9月30日）

様式２



外部有識者の氏名・役職【大森政輔・宮内庁契約監視委員会委員長】　　意見聴取日【平成29年11月17日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

宮内庁調達改善計画の取組内容，取組の効果，課題等，
今後の計画に反映する際のポイントについて

調達制度で実施し得る方法により，競争性の高い調達を実
現するため，事業者の応札意欲を喚起する方策の検討に
取組んでもらいたい。

事業者の応札意欲を喚起するため，宮内庁ホームページ
で掲載する「発注の見通し」及び「入札公告（公示）」の各更
新情報を，登録者へ即時配信することを前提とした，積極
的な情報発信に向けた準備を進める。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：平成29年4月１日～平成29年9月30日）

様式３


